
令和４年２月２４日 
市政記者各位 

「就学援助の継続申請」 の手続きがオンラインで可能に︕ 
福岡市では、令和３年４月から運用を開始した新電子申請システムを使って、順次オンラインでご利用

いただける行政手続きを増やしています。 
今回、新たに「就学援助の継続申請」の手続きをオンライン化します。 
これまでは、学校や教育委員会の窓口での申請手続きが必要でしたが、オンライン化によって、来所不要

で、２４時間いつでもスマホやパソコンから簡単に申請できるようになります。 
 
○就学援助とは 

経済的な理由により、学用品代などの支払にお困りの世帯に対して、学用品費・給食費・入学準備
金などを援助する制度です。 

 
○対象となる方 
以下の条件①及び②に全て当てはまる世帯は、オンライン申請が可能です。 
①令和３年度に認定を受けており、継続申請であること 
②市・県民税課税額が基準額以下、または児童扶養手当受給中であること 

※条件に当てはまらない世帯は、各学校または教育委員会の窓口での申請となります。 
 
○令和４年度分のオンライン申請受付期間 
令和４年３月１日（火）から令和４年５月３１日（火）まで 

○オンライン手続き拡大中︕ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
○申請方法 
市のホームページから申請フォームへお進みください。（詳細は別紙を参照） 

 

福岡市 ネットで手続き 

【問い合わせ先】 
●新電子申請システムに関すること 
総務企画局ＤＸ戦略課 担当︓橋 本 TEL:092-711-4806 

●就学援助に関すること 
教育委員会教育支援課 担当︓石 田 TEL:092-711-4635 

 

学校や教育委員会 
へのご来所不要︕ 

どこでも、スマホひとつで
24時間手続きOK︕ 



就学援助制度 オンライン申請の流れ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
                                             
 
                                                   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 就学援助の継続申請の電子申請サービスは福岡市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。 

① 事前準備 

④ 世帯員情報等の入力  ⑥ 申請完了 

② 手続概要説明・メール認証 

⑤ 申請内容の確認 

③ 申請者情報の入力 

別 紙 

 

 

既に Graffer（※）のアカウントを 
お持ちの方はログインし，申請へ 
お進みください。 

アカウントをお持ちでない方はメール 
認証で申請ができます。 
ご指定のメールアドレスへ、申請画面 
の URL を送信します。 

 

申請者（保護者）のお名前（カナ）、
郵便番号、住所、生年月日 
を入力してください。 

 

内容をご確認のうえ申請してください。 
完了するとメールが送信されます。 

審査後、審査結果通知を 
申請時に入力された住所に郵送します。 

申請者以外の世帯員情報（配偶者、 
お子さまのお名前（カナ）、生年月日） 
や申請理由、振込先口座等を入力して 
通帳等の写真を添付してください。 

【用意するもの】 
 
申請内容によっては、以下の書類が 
必要となる場合があります。 
 
・申請要件別の証明書類 
例）児童扶養手当受給中の方は、 

児童扶養手当証書 
例）振込先を前年度から変更される方は、 

申請者名義の通帳又は 
キャッシュカードの画像データ 

 
 その他の必要な書類は、福岡市ホームページ
「福岡市 就学援助」にてご確認ください。 

をお手元にご準備のうえ、 
福岡市ホームページから申請フォーム 
へお進みください。 

（福岡市 ネットで手続きで検索） 
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